
自然災害発生時における災害ボランティアセンター 

支援に関する協定を締結しました 

 

令和 8 年 2 月 20 日、岐阜市社会福祉協議会と岐阜城ライオンズクラブが「自然災害発生

時における災害ボランティアセンター支援に関する協定」の締結を行いました。 

 この協定は、岐阜市社会福祉協議会が岐阜市の要請に基づき設置・運営する災害ボランティ

アセンターを設置する場合、岐阜城ライオンズクラブに対して支援を要請することができると

定めています。 

 

【主な支援要請の内容】 

 ・車両の提供     ・資機材等の提供 

 ・駐車場等の提供  ・専門性を活かした物的・人的支援の提供 

 ・飲食物（炊き出しや飲料等）の提供 

 

 今回の協定締結により、災害ボランティアセンターの充実・強化が図られ、被災者支援がより

迅速に行われることが期待されます。今後とも企業や各種団体などとの連携強化に努めてま

いりますので、皆様のご協力を何卒よろしくお願いいたします。 

岐阜市社会福祉協議会 石原常務理事（左）、岐阜城ライオンズクラブ 杉山会長（右） 


